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 本庄市は、平成２１年９月１８日に「中心市宣言」を行い、平成２２年

７月２日に美里町、神川町、上里町とそれぞれ「本庄地域定住自立圏の形

成に関する協定書」を締結し、３町と連携して定住促進自立圏構想を推進

しています。 

 定住自立圏共生ビジョンは、中心市宣言を行った市が「定住自立圏形成

協定」に基づき策定するもので、圏域が目指す将来像及びその実現のため

に推進する具体的な取組などを明らかにするものです。また、共生ビジョ

ンの策定にあたっては、形成協定に関連する民間や地域の関係者を構成員

とする「共生ビジョン懇談会」の検討を経ることとされています。 

 本庄市では、「定住自立圏形成協定」を締結した３町や関係機関と協議、

懇談会での検討を行い、「本庄地域定住自立圏共生ビジョン」を策定しま

した。 

 

  

共生ビジョンで示す将来像の実現に向けた具体的な取組の計画期間は、

令和２年度から令和６年度までの５年間とします。  

定住自立圏の名称 本庄地域定住自立圏 

圏域を構成する市町の名称 本庄市・美里町・神川町・上里町 

１-３ 共生ビジョンの計画期間 

１-２ 共生ビジョンの策定趣旨 

       共生ビジョンの基本的事項 １ 

１-１ 定住自立圏及び圏域を構成する市町の名称 
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 本圏域は、埼玉県の西北部で都心から約８０km 圏に位置し、上越新幹

線や関越自動車道をはじめ、ＪＲ高崎線やＪＲ八高線、国道１７号、国

道２５４号、国道４６２号が走る交通の要衝です。また、東京と上信越、

北陸方面を結ぶ国土軸上にあり、北関東の玄関口にあたる地域です。 

   

 また、北部の利根川沿いの平野部と南部の秩父山地に連なる丘陵地、

山地部で構成され、利根川、神流川などの河川や城峯山などの自然環境

に恵まれており、首都圏の中でも貴重な自然を残している地域です。 

 産業は、大都市近郊型農業と先端技術等の製造業を基幹産業としてお

り、都市の魅力と田園風景が調和した田園都市の形成が進められていま

す。 

 圏域を構成する市町は、歴史的にも結びつきが強く、明治期には、児

玉郡役所が旧本庄町に設置され、その行政圏が、現在の圏域の原形とな

っています。 

 

  

２-１ 圏域の概要 

       圏域の概要と将来像 ２ 

群馬県

栃木県

茨城県

千葉県

東京都

神奈川県

埼玉県
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美里町 

【人口】11,217 人 

【概要】 

 美里町は、緑に囲まれた美しい自然と田

園風景の広がる、その名が示すとおりのビ

ューティフルタウンです。マスコットキャ

ラクター「ミムリン」のモチーフとなった

ブルーベリーのほか、生活習慣病予防効果

が期待されるえごまの栽培に力を入れて

います。また、遺跡や伝統的行事が数多く

残されている歴史のあるまちです。 

【面積】33.41km2 

ミムリン 

猪俣の百八燈 

えごま油 

美里町マスコット 

 

※人口・面積は H31.4.1 時点 

                    

２-２ 圏域構成市町の紹介 

 

 

    

 

 

本庄市 

【人口】78,082 人 

【概要】 

 本庄市は東京から 80 ㎞圏、埼玉県の西

北に位置しています。自然災害は少なく水

と緑豊かな自然環境に恵まれた地域です。

江戸時代には中山道最大の宿場町として

栄え、盲目の国学者・塙保己一等を輩出し

ました。本庄市のマスコットはにぽんは、

市内の古墳から出土した全国的にも珍し

い笑う埴輪をモチーフにしています。 

【面積】89.69km2 

はにぽん 

本庄市マスコット 

旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 

塙保己一記念館 
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    圏域の概要と将来像  

 

 

    

 

 

神川町 

【人口】13,646 人 

【概要】 

 神川町は、埼玉県の北西部に位置していま

す。町の南部には山間地域が広がり、晩秋に

可憐な花をつける「冬桜」で名高い城峯公園、

清流神流川の景勝地「三波石峡」など美しい

水と緑に恵まれています。また、北部の農業

地帯では「梨」の栽培が有名で、実りの時期

にずらりと並ぶ直売所は、季節の風物詩とな

っています。 

【面積】47.40 km2 

 

 

    

 

 

上里町 

【人口】31,017 人 

【概要】 

 上里町は、埼玉県の最北端に位置し、烏川・

神流川の 2 つの河川を境にして群馬県と接し

ています。古くは三国街道の起点であり、現在

は東西に国道 17 号、国道 254 号、関越自動車

道、JR 高崎線などが縦断するなど、交通の要

衝です。マスコットキャラクターのこむぎっち

は、町制４０周年を記念して誕生し、町の特産

品の種子小麦をモチーフにしています。 

【面積】29.18 km2 

神じい・なっちゃん 

城峯公園「冬桜」 

神川の梨 

こむぎっち 

神流川合戦古戦場 

神川町マスコット 

上里町マスコット 

※人口・面積は H31.4.1 時点 

上里サービスエリア周辺地区 

２-２ 圏域構成市町の紹介 

２ 

神流川合戦古戦場 
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 圏域の総人口は、平成 12 年には圏域全体で 14 万人を超えていました

が、平成 17 年には 139,837 人と 14 万人を割り込み、その後も平成 27

年には 132,581 人と減少し続けています。 

  各市町の人口ビジョンに記載された今後の人口推計によると、令和 7

（2025）年には 129,078 人、令和 12(2030)年には 125,505 人まで減少す

ることが見込まれます。 

 

注：平成 12 年（2000 年）の本庄市総人口については旧児玉町の総人口と合算 

  平成 12 年（2000 年）の神川町総人口については旧神泉村の総人口と合算   

           平成 12 年～平成 27 年 出典：国勢調査（総務省統計局） 

    令和 2 年～令和 12 年 本庄市・美里町・神川町・上里町人口ビジョン 

 

自治体名 
平成 12 年

（2000） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 22 年

（2010） 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

令和７年 

（2025） 

令和 12 年 

（2030） 

本 庄 市 82,670 81,957 81,889 77,881 77,950 75,365 72,533 

美 里 町 12,107 11,963 11,605 11,207 10,897 10,629 10,452 

神 川 町 15,197 15,062 14,470 13,730 13,420 12,962 12,545 

上 里 町 30,126 30,855 30,998 29,763 30,285 30,122 29,975 

圏 域 総 人 口 140,100 139,837 138,962 132,581 132,552 129,078 125,505 

  

                            

２-３ 圏域人口の推移 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年

圏域総人口

本庄市

美里町

神川町

上里町

（単位：人） 

←国勢調査人口 人口ビジョン推計値→ 
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 全国的に見られるように、少子化、高齢化、地球環境問題の深刻

化、国や地方における厳しい財政状況等、自治体を取り巻く社会環境

は大きく変化しています。また、公共サービスに対する住民ニーズは

高度化、多様化しており、様々な主体との連携、協力のもと、自立し

た持続可能な分権型社会の構築が求められています。 

 さらに、我が国の総人口は、今後急速に減少し、地方圏はもとより

三大都市圏まで人口が減少する「過密なき過疎」の時代の到来が予想

され、地方圏の将来は、極めて厳しいものと予測されています。 

 今後は、予想される人口減少社会に対応するべく、圏域の市町が相

互に役割を分担しながら連携し、圏域全体のさらなる活性化を図るこ

とが重要となります。 

 

 これらを踏まえ、本圏域は、「群書類従」を編纂した本庄市出身の偉

人「塙保己一」の遺した言葉、「世のため、後（のち）のため」をまち

づくりの基本理念として、安全で安心な生活が送れる社会の実現を目

指し、誰もが住み続けたいと思える圏域を創造していきます。そし

て、定住のための暮らしに必要な諸機能を総体として確保し、自立の

ための経済基盤や地域の誇りを培うとともに、圏域全体の発展と住民

福祉の向上を推進し、魅力あふれる圏域の創造を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-４ 圏域の将来像 

持続的・魅力的で誰もが誇りに思える圏域の創造 

     ２ 圏域の概要と将来像 
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視点 分野 施策 取組内容 

生
活
機
能
の
強
化 

ア 

医
療 

(ア)医療体制

の充実 

医療体制の充実を図るため、救急医療の需要を調査、分析するとともに、

本庄市児玉郡医師会をはじめとする圏域内外の関係機関との連携強化を

図り、初期及び第二次救急医療体制を充実するための取組を実施する。 

甲の役割 本庄市 （a）救急医療の需要調査を実施するとともに、医療体制を充

実させるための検証を行う。 

（b）乙と共同して、救急医療体制を充実させるための事業の

企画立案及び連絡調整を行う。 

（c）乙と共同して、救急医療に関する事業を実施する。 

（d）乙と共同して実施する救急医療に関する事業に係る事務

処理については、甲が代表して行う。 

乙の役割 美里町 （a）甲が実施する救急医療の需要調査及び医療体制を充実さ

せるための検証に協力する。 

（b）甲と共同して、救急医療体制を充実させるための事業の

企画立案を行う。 

（c）甲と共同して、救急医療に関する事業を実施する。 

神川町 同上 

上里町 同上 

イ 

福
祉 

施策 取組内容 

(ア)障害福祉

の充実 

障害児者の自立した地域生活を支援するため、関係機関の連携強化によ

る情報の共有化を推進し、相談支援や就労支援等の充実を図る。 

甲の役割 本庄市 （a）乙と共同して、障害児者ニーズに対応できるよう、関係機

関との情報交換等により連携強化を図る。 

（b）乙と共同して、相談支援や就労支援等に関する事業を実

施する。 

（c）乙と共同して実施する相談支援や就労支援等に関する事

業に係る事務処理については、甲が代表して行う。 

乙の役割 美里町 （a）甲と共同して、障害児者ニーズに対応できるよう、関係機

関との情報交換等により連携強化を図る。 

（b）甲と共同して、相談支援や就労支援等に関する事業を実

施する。 

神川町 同上 

上里町 同上 

３-１ 本庄地域定住自立圏形成協定 項目一覧 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 ３ 
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視点 分野 施策 取組内容 

生
活
機
能
の
強
化 

イ 

福
祉 

(イ)発達障害

児への支援体

制の充実 

発達障害児への支援体制の充実を図るため、圏域内外の関係機関との連

携強化を目指した調整を進め、発達障害児等に対する相談支援や関係者

の資質向上に向けた研修等の取組を実施する。 

甲の役割 本庄市 （a）発達障害児への地域支援体制を充実させるための検証を

行う。 

（b）発達障害児への地域支援体制の共有・普及に向けた事業

の検討を行う。 

乙の役割 美里町 （a）甲が実施する発達障害児への地域支援体制を充実させる

ための検証に協力する。 

（b）甲が実施する発達障害児への地域支援体制の共有・普及

に向けた事業の検討に協力する。 

神川町 同上 

上里町 同上 

施策 取組内容 

(ウ)在宅医療・

介護連携の推進

圏域の住民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう関係機

関と連携し、在宅医療・介護を一体的に提供するために必要な支援を行

う。 

甲の役割 本庄市 乙及び関係機関と連携し、圏域内における在宅医療・介護連携

を推進する取組を行う。 

乙の役割 美里町 甲及び関係機関と連携し、圏域内における在宅医療・介護連携

を推進する取組を行う。 

神川町 同上 

上里町 同上 

     



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 分野 施策 取組内容 

生
活
機
能
の
強
化 

イ 

福
祉 

(エ)地域密着

型サービスの

相互利用支援 

圏域内の要介護者支援の充実を図るため、圏域内にある地域密着型通所

介護サービス事業所の利用について甲及び乙の住民が円滑にサービス利

用できるよう調整を行う。 

甲の役割 本庄市 甲の区域に所在する地域密着型通所介護サービス事業所を乙

の住民が円滑にサービス利用できるようにするとともに、取組

の調整を図る。 

乙の役割 美里町 乙の区域に所在する地域密着型通所介護サービス事業所を甲

の住民が円滑にサービス利用できるようにする。 

神川町 同上 

上里町 同上 

ウ 

産
業
振
興 

施策 取組内容 

(ア)農業の振興 農業の振興を図るため、農業の担い手を育成・確保するとともに、関係機

関と連携しながら、就農等に関する情報の相互提供や発信、各種団体への

支援等を行う。 

甲の役割 本庄市 （a）乙及び関係機関から就農等に関する情報を収集するとと

もに、圏域内外にこれを発信する。 

（b）乙及び関係機関と連携して、各種団体への支援等を行う。 

乙の役割 美里町 （a）関係機関と連携して、就農等に関する情報を甲に提供す

る。 

（b）甲及び関係機関と連携して、各種団体への支援等を行う。 

神川町 同上 

上里町 同上 
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視点 分野 施策 取組内容 

生
活
機
能
の
強
化 

ウ 

産
業
振
興 

(イ)観光の振興 （a）観光の振興を図るため、観光資源の発掘及び磨き上げ並びに観光情報

の共有化をするとともに、観光ルートの開発等を通して圏域の魅力を

圏域内外に発信する事業を実施する。 

（b）観光農業の振興を図るため、特産品の紹介や開発等を通して、圏域外

からの観光客を呼びこみ、消費の拡大に資する事業を実施する。 

甲の役割 本庄市 （a）乙及び関係機関と連携して、観光資源の発掘及び磨き上げ

を行い、圏域内の観光情報を収集するとともに、圏域の魅

力を圏域内外に発信する事業や消費の拡大に資する事業

の企画立案を行う。 

（b）乙及び関係機関と連携して、圏域の魅力を圏域内外に発信

する事業や消費の拡大に資する事業を実施する。 

乙の役割 美里町 （a）甲及び関係機関と連携して、観光資源の発掘及び磨き上げ

を行い、圏域内の観光情報を甲に提供するとともに、圏域

の魅力を圏域内外に発信する事業や消費の拡大に資する

事業の企画立案に協力する。 

（b）関係機関と連携して、圏域の魅力を圏域内外に発信する事

業や消費の拡大に資する事業の実施に協力する。 

神川町 同上 

上里町 同上 
 

エ 

文
化 

施策 取組内容 

(ア)文化財の

保護・利活用

の推進 

圏域の持つ歴史や文化の魅力向上、発展を図るため、文化財の適切な保護・

保存に努め、文化財や展示施設、イベント等の情報の発信の強化を図る。 

甲の役割 本庄市 （a）乙と連携して、圏域の文化財を適切な状態で保護・保存す

るとともに、圏域内外へ情報を発信し、文化財の積極的な

利活用を図る。 

（b）乙と共同で行うイベント等の事業に係る企画立案について

は、甲が代表して行う。 

乙の役割 美里町 甲と連携して、圏域の文化財を適切な状態で保護・保存するとと

もに、圏域内外へ情報を発信し、文化財の積極的な利活用を図る。 

神川町 同上 

上里町 同上 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組     
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視点 分野 施策 取組内容 

生
活
機
能
の
強
化 

オ 

そ
の
他 

(ア)消費生活相

談体制等の充実 

複雑化、多様化する消費者被害を防止するため、消費生活に関する取組を

実施するとともに、必要な体制を整備する。 

甲の役割 本庄市 （a）消費生活センターを設置し、圏域の住民を対象とした消費

生活相談を実施する。 

（b）乙と共同して、消費者被害防止のための啓発・教育活動を

企画立案し、実施する。 

乙の役割 美里町 （a）消費生活相談が円滑に実施できるよう、必要な支援や協力

を行う。 

（b）甲と共同して、消費者被害防止のための啓発・教育活動を

企画立案し、実施する。 

神川町 同上 

上里町 （a）消費生活センターを設置し、圏域の住民を対象とした消費

生活相談を実施する。 

（b）甲と共同して、消費者被害防止のための啓発・教育活動を

企画立案し、実施する。 

結
び
つ
き
や
ネットワー

の
強
化 

ア 

地
域
公
共
交
通 

施策 取組内容 

(ア)公共交通サ

ービスの確保と

公共交通ネット

ワークの構築 

公共交通の利便性の向上を図るため、交通事業者等と連携して、生活路線

として必要な公共交通体系を確保するとともに、利用者ニーズ等の現状を

調査、分析し、効率的で効果的な圏域内の公共交通ネットワークを構築す

る。 

甲の役割 本庄市 （a）交通事業者等と協議しながら、乙及び関係機関と連携して、

生活路線として必要なバス路線の確保に取り組む。 

（b）利用者ニーズ等に即した新たな公共交通ネットワークやシ

ステムの構築に向けて、乙及び関係機関と連携して調査研

究を行う。 

乙の役割 美里町 （a）交通事業者等と協議しながら、甲及び関係機関と連携して、

生活路線として必要なバス路線の確保に取り組む。 

（b）利用者ニーズ等に即した新たな公共交通ネットワークやシ

ステムの構築に向けて、甲及び関係機関と連携して調査研

究を行う。 

神川町 同上 

上里町 同上 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点 分野 施策 取組内容 

結
び
つ
き
や
ネットワーク

の
強
化 

イ 

道
路
等
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備 

(ア)道路ネットワ

ークの構築及び生

活幹線道路の整備 

日常生活の利便性の向上や安心・安全の確保等を図るため、主要幹線道路

へのアクセス道路をはじめとする生活幹線道路の整備に関し、広域的な視

点で協議を行い、圏域内の道路ネットワークの構築に向けた取組を進め

る。 

甲の役割 本 庄

市 

生活幹線道路の整備に関し、広域的な視点で協議を行い、圏域の道

路ネットワークの構築に向けた取組を乙と連携して進める。 

乙の役割 美 里

町 

生活幹線道路の整備に関し、広域的な視点で協議を行い、圏域の道

路ネットワークの構築に向けた取組を甲と連携して進める。 

神 川

町 

同上 

上 里

町 

同上 

施策 取組内容 

(イ)スマートイン

ターチェンジへの

アクセス道路の整

備 

産業の振興及び交流人口の増加を図るため、上里スマートインター

チェンジへのアクセス道路の整備を推進する。 

甲の役割 本 庄

市 

上里スマートインターチェンジへのアクセス道路の整備

の推進に協力する。 

乙の役割 上 里

町 

上里スマートインターチェンジへのアクセス道路の整備を推進す

る。 
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ウ 

地
域
の
生
産
者
や
消
費
者
等
の 

地
域
連
携
に
よ
る
地
産
地
消 

施策 取組内容 

(ア)地産地消の推進 地域の消費者ニーズに対応した地産地消を推進するため、関係機関

と連携して、地産地消の普及啓発に向けた取組を推進するととも

に、地場農産物のブランド化や販路拡大を図る。 

甲の役割 本 庄

市 

（a）乙及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活

動を推進する。 

（b）乙及び関係機関と連携して、地場農産物の販路拡大

に資する事業を推進するとともに、ブランド化に関

する検討を行う。 

乙の役割 美 里

町 

（a）甲及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活

動を推進する。 

（b）甲及び関係機関と連携して、地場農産物の販路拡大

に資する事業を推進するとともに、ブランド化に関

する検討を行う。 

神 川

町 

同上 

上 里

町 

同上 
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視点 分野 施策 取組内容 

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
強
化 

ア 

人
材
の
育
成
等 

(ア)人材の育

成等 

人材の育成や研究機能の強化を図るため、早稲田大学をはじめとした地

域の「学」や圏域内外の人材との連携・交流等を推進する。 

甲の役割 本庄市 （ａ）早稲田大学との協働連携に関する基本協定書に基づく取

組を推進するとともに、乙と連携して、圏域への取組の

拡大について検討する。 

（ｂ）乙及び関係機関と連携して、人材の育成や研究機能の強

化を図るとともに、圏域内外の人材を活用した取組を推

進する。 

乙の役割 美里町 （ａ）甲が実施する早稲田大学との連携事業を支援するととも

に、甲と連携して、圏域への取組の拡大について検討す

る。 

（ｂ）甲及び関係機関と連携して、人材の育成や研究機能の強

化を図るとともに、圏域内外の人材を活用した取組を推

進する。 

神川町 同上 

上里町 同上 

施策 取組内容 

(イ)圏域内市

町職員の研修

等 

職員の資質向上及び圏域内における共通課題に対応するため、圏域内の

研修情報を共有化するとともに、必要に応じて外部人材の活用を図りな

がら、研修等を実施する。 

甲の役割 本庄市 （ａ）甲が実施する研修等に関する情報を乙及び関係機関に提

供するとともに、研修等に参加する機会を設ける。 

（ｂ）乙及び関係機関と連絡調整を図り、研修等を実施する。 

乙の役割 美里町 （ａ）乙が実施する研修等に関する情報を甲及び関係機関に提

供するとともに、研修等に参加する機会を設ける。 

（ｂ）甲が実施する研修等に協力するとともに、乙の職員を参

加させる。 

神川町 同上 

上里町 同上 
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３-２ 共生ビジョンの基本体系 

圏域の将来像 視点 分野 

持
続
的
・
魅
力
的
で
誰
も
が
誇
り
に
思
え
る
圏
域
の
創
造 

ア 医療    

イ 福祉    

オ その他   

ア 地域公共交通

イ 道路等の交通 

 インフラの整備

ウ 地域の生産者や消費 

者等の地域連携によ

る地産地消【60P】 

ア 人材の育成等

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
強
化 

 
 
 
 
 

生
活
機
能
の
強
化 

ウ 産業振興  

結
び
つ
き
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

エ 文化    
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①救急医療対策事業（初期救急）       

②救急医療対策事業（第二次救急）      

③救急医療に関する啓発事業         

④障害者地域生活支援事業          

⑤障害者就労支援センター事業        

⑥児玉郡市障害者自立支援協議会       

⑦発達障害支援事業          

⑧本庄市児玉郡在宅医療・介護連携推進事業      

⑨地域密着型通所介護の指定手続の簡素化事業 
⑩担い手育成支援事業            

⑪就農等に関する情報の相互提供事業     

⑫本庄地域広域観光振興協議会の運営     

⑬広域観光推進事業      

⑭上里サービスエリア周辺地区活性化事業       

⑮自転車利活用推進事業           

⑯本庄早稲田の杜ミュージアム事業        

⑰消費生活センター相互利用事業       

⑱生活バス路線運行支援事業（本庄駅～寄居車庫線） 

⑲同上（本庄駅～赤城乳業千本さくら工場線・本庄駅～神泉総合支所線） 

⑳町営バス運行事業（阿久原線・矢納線）   

㉑本庄市デマンド交通運行事業        

㉒本庄市シャトル便運行事業         

㉓美 里 町 タ ク シ ー 利 用 料 金 補 助 事 業 

㉔神川町外出支援タクシー利用料金補助事業  

㉕上里町コミュニティバス運行事業      

㉖公共交通ネットワーク構築調査事業     

㉗生活幹線道路等の整備事業         

㉘幹線道路等の整備促進事業         

㉙上里スマートインターチェンジへの 

アクセス道路整備事業           

㉚地産地消推進事業             

㉛環境保全型農業推進事業          

㉜早稲田大学との連携事業          

㉝子ども大学ほんじょう           

㉞本庄地域地方創生推進研究会        

㉟共通課題に即した職員研修         

施策 具体的な取組 

（ア）農業の振興     

（ア）障害福祉の充実 

（ア）消費生活相談体制等の充実   

（ア）公共交通サービスの確保と 

    

（イ）スマートインターチェンジ  

   へのアクセス道路の整備 

（ア）人材の育成等     

（イ）圏域内市町職員の研修等 

（ア）道路ネットワークの構築及

び生活幹線道路の整備 

（イ）発達障害児への支援体制の充

実    

（イ）観光の振興     

（ウ）在宅医療・介護連携の推進 

（ア）文化財の保護・利活用の推

（ア）医療体制の充実  

（ア）地産地消の推進    

（エ）地域密着型サービスの相互 

利用支援 
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３-３ 政策分野別の具体的な取組 

     定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

（１）生活機能の強化に係る政策分野 

ア 医療 

イ 福祉 

ウ 産業振興 

エ 文化 

オ その他 

３ 
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■現状と課題 

・休日・夜間の初期救急医療体制を確保するため、休日急患診療所の診療業務や

在宅当番医制の運営事業に対する補助や、年末年始休日歯科診療の業務委託

を実施しています。 

 

・休日・夜間の第二次救急医療体制を確保するため、病院群輪番制病院の運営事

業に対する補助や、熊谷・深谷地区、群馬県内の医療機関等と連携した取組を

実施しています。 

 

・軽症者、軽傷者による第二次救急医療機関の利用が多いため、第二次救急医療

機関の負担が大きくなっています。 

 

・児玉郡市広域消防本部では、平成３０年の全救急搬送の内、約４６％を群馬県

の医療機関へ搬送しています。 

 

・今後、平日夜間の初期救急医療体制の充実に向け、検討していく必要がありま

す。また、圏域を越えた救急搬送の受け入れがスムーズに行えるよう、関係

機関との連携強化が必要となります。 

基 本 目 標 

指  標 救急車の適正利用率（救急搬送のうち軽症者を除く割合） 

設定理由 救急医療体制を確保するには、適正受診の啓発が必要であるため。 

基準値（平成３０年） 目標値(令和６年) 

６０．１０％ ６５．００％ 

 
・限りある医療資源の中で、より質の高い救急医療を提供していくため、関係機関が一

体となり、すべての救急患者に対応できる救急医療体制の構築を目指します。 

・医療機関の役割分担のもと、適切な医療が提供されるよう、必要な情報提供と適切な

行動等に係る普及啓発に取り組みます。 

基本方針 

（ア） 医療体制の充実 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

   ア 医療 

３ 
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事業概要 

 本庄市児玉郡医師会、本庄市児玉郡歯科医師会と連携して圏域の

休日・夜間の初期救急医療体制や年末年始の歯科診療体制を確保す

る。また、救急医療需要調査事業と併せて、平日夜間における初期

救急医療体制の充実に向けた検討を進める。 

・休日急患診療業務事業費補助 

→本庄市・児玉郡内の医療機関へ助成 

・在宅当番医制運営事業費補助 

 →本庄市・児玉郡内の医療機関へ助成 

・年末年始休日歯科診療業務委託 

 →本庄市・児玉郡内の医療機関へ事業委託 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

初期救急医療体制を確保することにより、軽度の病気、ケガへの診療体制が

充実し、圏域の住民に安心した生活を提供することができる。また、第二次救

急医療機関の負担の軽減が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

23,512 23,439 23,439 23,439 23,439 117,268 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

平日夜間診療日数 ４９日 

 
５０日 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・本庄市児玉郡医師会や本庄市児玉郡歯科医師会との連絡調整を行う。 

・各事業に係る事務処理を代表して行う。 

・関係町及び関係機関と共同して、平日夜間における初期救急医療体制の充実

に向け、検討を行う。 

関

係

町 

・本庄市及び関係機関と共同して、平日夜間における初期救急医療体制の充実

に向け、検討を行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  
 人口割、利用者割等により関係市町の負担金を算出する。 

         

     救急医療対策事業（初期救急） 
１ 

事業 No. 
生活機能の強化【医療】 
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事業概要 

 休日・夜間の第二次救急医療体制の確保を目的とした病院

群輪番制病院の運営事業費補助などを実施する。また、群馬

県内の医療機関との連携についても進める。 

・病院群輪番制病院運営事業費補助  
 →本庄市・児玉郡内の医療機関へ助成 

・二次救急病院支援事業補助金 

 →本庄市・児玉郡内の医療機関へ助成 

・小児二次救急診療業務負担金 

 →深谷赤十字病院、熊谷総合病院、行田総合病院へ助成 

・医師派遣事業負担金 

 →深谷赤十字病院、熊谷総合病院へ助成 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

通常の医療機関が対応できない時間帯に入院・手術を必要とする重症救

急患者に対応する第二次救急医療の診療を受け持つ医療機関を確保するこ

とにより、圏域住民に安心した生活を提供することができる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

62,775 62,742 63,425 68,828 71,812 329,582 

国県補助事

業の名称等 
児玉地区小児救急医療支援事業補助金（県） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

後方支援病院数 後方支援病院 ２病院 後方支援病院 ２病院 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・本庄市児玉郡医師会等の関係機関との連絡調整を行う。 

・各事業に係る事務処理を代表して行う。 

・関係町及び関係機関と共同して、第二次救急医療体制の更なる充実に向

け、検討を行う。 

関

係

町 

・本庄市及び関係機関と共同して、第二次救急医療体制の更なる充実に向

け、検討を行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 人口割等により関係市町の負担金を算出する。 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     救急医療対策事業（第二次救急） 
２ 

事業 No. 

３ 
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事業概要 

 救急医療に関する啓発用チラシの作成などにより、受診時の

留意点等を周知し、救急医療の適正受診を呼びかける。 
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

かかりつけ医を持つことの重要性を認識してもらうことや、埼玉県の救

急電話相談（#7119）の利用方法を紹介することなどにより、救急医療機関

への安易な受診が抑制できる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

180 0 162 0 224 566 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

救急車の適正利用率 

（救急搬送のうち軽症者

を除く割合） 

６０．１０％ ６５．００％ 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関と共同して、救急医療に関する啓発事業を実施する。 

 

関

係

町 

・本庄市及び関係機関と共同して、救急医療に関する啓発事業を実施す

る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 関係市町で協議して決定する。   

         

     救急医療に関する啓発事業 
３ 

事業 No. 
生活機能の強化【医療】 
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■現状と課題 

・障害者数の増加や、障害の重度化・重複化が進む中、障害児者がその障害の 

特性に応じ、住み慣れた地域で安心して自立した日常生活や社会生活を営む 

ことができる環境の整備が求められています。 

 

・障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよ

う、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することが必

要となっています。 

 
 

基 本 目 標 

指  標 ハローワーク本庄管内障害者雇用率 

設定理由 
 国の定める法定雇用率は現在 2.2％であるが、令和 3年 4月 1日

前に 2.3％に引き上げられる予定であるため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

２．１１％ ２．３％ 

（ア） 障害福祉の充実 

 
・障害児者を支援する事業所や関係機関との連携を強化して、相談支援や就労支援等に関す

る取組を実施し、障害児者やその家族をはじめ、誰もが安心して幸せに暮らせる地域社会

を目指します。 

・発達障害等を抱える子どもたちが、社会的に自立していけるよう、継続的な支援体制の構

築を図っていきます。 

・医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人

生の最期まで継続出来るよう、包括的かつ継続的な支援体制の構築を図っていきます。 

・介護保険の被保険者が利用を希望するサービスが円滑に利用できるような体制の構築を図

っていきます。 

基本方針 

 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  イ 福祉 

３ 
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事業概要 

 社会福祉法人等と委託契約などを行い、圏域内に居住する障害児

者を対象とした次の障害者地域生活支援事業を行う。 

・障害者相談支援事業 

・手話通訳者派遣事業 

・手話奉仕員養成研修事業 

・障害者地域活動支援センター事業 

・障害者レクリエーション活動等支援事業 

・地域生活支援拠点事業 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

障害児者が住み慣れた圏域の中で自立した生活をすることができる。  

基幹相談支援センター等の開設により、関係機関連携や障害福祉サービスの

充実が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

54,446 54,978 60,692 68,534 87,657 326,307 

国県補助事

業の名称等 
障害者地域生活支援事業補助金（国庫・県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

利用件数（相談件数・ 

手話通訳者件数・活動支援件

数） 

利用者数（手話研修参加者

数・レク利用人数） 

１９，８４２件 

５１１人 

２２，０００件 

５５０人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・各事業の実施に伴い、関係機関との連絡調整を行う。 

・各事業に係る事務処理を代表して行う。 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・市内の対象者に対して各事業の情報提供を行い、事業の利用促進に努める。 

関

係

町 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・町内の対象者に対して各事業の情報提供を行い、事業の利用促進に努める。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

人口割、利用実績割、均等割により関係市町の負担金を算出する。 

         

     障害者地域生活支援事業 
４ 

事業 No. 
生活機能の強化【福祉】 
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事業概要 

 就労支援事業者と委託契約を締結し、圏域内に居住する障害者

を対象とした就労支援（企業開拓、生活支援、定着支援等）を行

うとともに、圏域の就労支援ネットワークを構築する。 

 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

 障害者が就業による自立した生活をすることができる。 

 就労支援センターを共同設置することで、情報の一元化が図られ、関係機関

の連携ネットワークが構築される。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

13,693 16,200 16,020 17,651 17,738 81,302 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 
目標値（令和６年

度） 

ハローワーク 

本庄管内障害者雇用率 
２．１１％ ２．３％ 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・各事業の実施に伴い、関係機関との連絡調整を行う。 

・各事業に係る事務処理を代表して行う。 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・市内の対象者に対して各事業の情報提供を行い、事業の利用促進に努める。 

関

係

町 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・町内の対象者に対して各事業の情報提供を行い、事業の利用促進に努める。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 人口割、利用実績割、均等割により関係市町の負担金を算出する。      

      定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     障害者就労支援センター事業 
5 

事業 No. 

３ 
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事業概要 

 児玉郡市障害者自立支援協議会を設置し、当事者、市民、事業

者、行政等の関係機関が連携して各種課題の解決を目指した協議を

行う。 

圏域における障害者福祉施策を地域全体で考える核となる協議会を

目指す。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
圏域の障害児者が抱える課題やニーズを拾い上げ、必要な支援につなげるこ

とにより、障害児者が自立した生活を送ることができる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

20 20 20 20 20 100 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

参加機関数 ３９機関 ５５機関 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・新たな部会の立ち上げや新たな資源の開発等について検討する。 

関

係

町 

・関係機関との情報交換を行い、障害者支援のための情報の共有化を図る。 

・新たな部会の立ち上げや新たな資源の開発等について共に検討する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 協議会の運営について費用負担が発生する場合は、関係市町で協議して決定する。 

生活機能の強化【福祉】 
３ 

生活機能の強化【福祉】 
        

     児玉郡市障害者自立支援協議会 
6 

事業 No. 
生活機能の強化【福祉】 
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■現状と課題 

・発達を促す上で、何らかの支援を要する子どもの数が増加の傾向にあり、

子どもが在籍する各機関（保育園・幼稚園・学校等）において、直接関わ

る先生方への支援が求められています。 

 

・発達障害等を抱える子どもたちへの支援は、早期から継続性を持って関わ

ることが必要かつ重要となります。発達障害等を抱える子どもたちが自分

らしくいきいきと過ごせるように、その子の課題を分析し、関係機関と連

絡し、総合的にサポートする必要があります。 

 

・発達障害等の中には、５歳頃から顕在化してくるタイプもあり、抱える困

難さが把握されないままの就学となり、学校での支援体制に困難さが生じ

ています。 

 

・社会的自立を目指し、幼少期から就労に至るまで、継続性を持って発達を

支援していく機関が必要であり、コーディネート機能を有する支援機関が

求められています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（イ） 発達障害児への支援体制の充実 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  イ 福祉 

３ 
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事業概要 

 発達に何らかの支援を要する子どもたちを早期に発見し、特

性に応じた適切な支援を継続的に行うため、関係市町職員の専

門性の向上を図る。 

・研修事業 

・関係機関との情報交換 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
関係市町の職員の専門性が向上することにより、より適切な発達障害支

援が実施できる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

12,973 13,727 13,587 14,495 15.624 70,406 

国県補助事業

の名称等 
障害者地域生活支援事業費補助金 

重要業績 

評価指標 

 （ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

研修等の回数 ２回 ４回 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・支援に向けた専門性の向上が図れるよう研修事業や情報交換を実施す

る。 

関

係

町 

・支援に向けた専門性の向上が図れるよう研修事業や情報交換を実施す

る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業内容に応じて関係市町で協議をして決定する。 

         

     発達障害支援事業 
７ 

事業 No. 生活機能の強化【福祉】 
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■現状と課題 
・高齢者は加齢に伴い、慢性疾患等の複数の疾患にかかりやすく、医療と介護の

両方を必要することが多くなります。 

 

・高齢者人口が急増する中、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、医療・介

護等の一体的な支援が受けられる支援体制の構築が求められています。 

 

・都道府県や保健所の支援の下、市町村が中心となって、地域の医師会等と緊密

に連携しながら、関係団体の連携体制を構築することが重要となります。 

  

（ウ） 在宅医療・介護連携の推進 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

   イ 福祉 

３ 
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事業概要 

 本庄市児玉郡医師会と業務委託契約締結及び関係団体と連携して

圏域の医療・介護の一体的な提供体制を構築する。 

・地域の医療・介護の資源の把握 

・在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

・医療・介護関係者の情報共有の支援 

・在宅医療・介護連携に関する相談支援 

・医療・介護関係者の研修 

・地域住民への普及啓発 

・在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

 医療・介護の一体的な提供体制を構築することにより、圏域内の住民が住み

慣れた地域で、安心して自分らしく暮らすことができる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

6,863 7,033 6,956 7,029 7,116 34,997 

国県補助事

業の名称等 
地域支援事業交付金（国費・県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

医療・介護連携に関する 

会議開催回数 
６回 ６回 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関との連絡調整等を行う。 

・関係機関との情報交換等を行い、情報の共有推進及び連携推進を図る。 

・市民に対して事業の情報提供を行い、周知を図る。 

関

係

町 

・関係市町及び関係機関との連絡調整等を行う。 

・関係機関との情報交換等を行い、情報の共有推進及び連携推進を図る。 

・町民に対して事業の情報提供を行い、周知を図る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 高齢者人口割、均等割により関係市町の負担金を算出する。 

         

     本庄市児玉郡在宅医療・介護連携推進事業 
8 

事業 No. 
生活機能の強化【福祉】 
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■現状と課題 

・地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の被保険者の

みが利用できるサービスであり、本庄市の被保険者が市外に所在する地域

密着型サービス事業所を利用する場合は、事業所所在の保険者から同意を

受けた後に、本庄市が当該サービス事業所を指定するという事務手続が必

要となります。よって、被保険者が利用を希望してから実際に利用できる

までにかなりの時間を要しています。 

  

（エ） 地域密着型サービスの相互利用支援 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

   イ 福祉 

３ 
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事業概要 

圏域内の自治体間の手続を簡素化することを目的に、圏域内

で「地域密着型通所介護の指定同意に関する協定（仮称）」の

締結を目指す。 
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
 圏域内の住民が円滑に圏域内の地域密着型通所介護サービス事業所を利

用することができる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

0 0 0 0 0 0 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値 

（令和２年度見込

み） 

目標値（令和６年度） 

協定締結自治体数 0 自治体 ４自治体 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関との連絡調整等を行う。 

・甲の区域に所在する地域密着型通所介護サービス事業所を乙の住民が円滑 

 にサービス利用できるようにするとともに、取組の調整を図る。 

関

係

町 

・関係市町及び関係機関との連絡調整等を行う。 

・乙の区域に所在する地域密着型通所介護サービス事業所を甲の住民が円滑 

 にサービス利用できるようにする。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業内容に応じて関係市町で協議して決定する。 

        

     地域密着型通所介護の指定手続の簡素化事業 
9 

事業 No. 
生活機能の強化【福祉】 



 

33 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

■現状と課題 

・本圏域は、農業従事者の高齢化や後継者不足などから遊休農地が発生して

お り、これを放置しておくと今後も増加することが予想されます。 

 

・農業の担い手となる後継者や新規就農者の確保と営農組織の育成や遊休農

地 の解消が必要です。 

  

基 本 目 標 

指  標 観光入込客数 

設定理由 基本方針で入込客数の増加を目標としているため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

２,８０９,８７６人 ２,９５０,３６９人 

基 本 目 標 

指  標 新規就農者数 

設定理由 農業の担い手の継続確保に取り組んでいくため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

２１人 ２５人 

（ア）農業の振興 

 
・農業の担い手となる後継者や新規就農者の確保、営農組織などの育成を図ると同時

に担い手などへの土地利用集積により遊休農地の解消を目指し、農業の振興を図り

ます。 

・圏域内の観光資源を活用した新たな観光ルートの開発や観光情報の共有化を進め、

圏域の活性化を図るとともに、その発信と PR を積極的に行い、入込客数の増加を

図ります。 

 

基本方針 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  ウ 産業振興 

３ 



 

34 
 

 

 
 
 
 
 

事業概要 

 児玉地域担い手育成総合支援協議会をはじめとする各種団

体に対し、財政支援、事業の運営支援、研修会等の情報提供

等の支援を行う。 
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
 農業の担い手となる後継者や新規就農者の確保及び育成が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

50 50 50 50 50 250 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

新規就農相談者数 ３３人 ２５人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関との連絡調整を行う。 

・各種団体の事業に関係町と連携して協力する。 

関

係

町 

・各種団体の事業に本庄市と連携して協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 児玉地域担い手育成総合支援協議会への負担金については、関係市町が既決の額を負担す

る。 

関係市町の各種団体に対する負担金については、関係市町においてそれぞれ負担する。 

         

     担い手育成支援事業 
10 

事業 No. 
生活機能の強化【産業振



 

35 
 

 
 
 
 
 
 

事業概要 

 遊休農地や農業研修などの就農等に関する情報を関係市町で

共有化する仕組みを整備するとともに、農業後継者や新規就農

者等に各種情報を提供する。  
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
農業の活性化や多様な担い手の育成につながる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

0 0 0 0 0 0 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

新規就農希望者への 

情報提供回数 
２３回 ２１回 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・就農等に関する情報の収集及び提供方法について調査研究を行う。 

・関係町や関係機関から就農等に関する情報を収集する。 

・収集した各種情報を関係町に提供するともに、圏域内外に発信する。 

関

係

町 

・本庄市が行う就農等に関する情報の収集及び提供方法の調査研究に協力

する。 

・関係機関から就農等に関する情報を収集し、本庄市へ提供する。 

・本庄市から提供された圏域の各種情報を住民等に提供し、周知を図る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業内容に応じて関係市町で協議して決定する。    

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     就農等に関する情報の相互提供事業 
11 

事業 No. 

３ 



 

36 
 

 

 
 
■現状と課題 
・本圏域は、祭事や名所・旧跡等日帰り型の観光資源が数多く点在しています 

が、県内では観光客数の少ない地域にとどまっている現状にあります。 

 

・本圏域は、キャンプ場や釣り場・釣堀、観光農園など自然と触れ合うことが

できる観光資源を有しているため、地域の自然を活かしたグリーンツーリ

ズムやアドベンチャーツーリズム等の滞在・体験型観光資源の開発を進め、

観光ＰＲを広域的に展開し、情報を積極的に発信する必要があると考えら

れます。 

 

・現在、観光事業の推進は、各市町が独自に行うとともに、圏域内の連携を図

り、取組を行っています。今後は、圏域内の連携をさらに図り、合同観光キ

ャンペーンの実施や観光情報の共有化が必要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 観光の振興 

        

  ウ 産業振興 
生活機能の強化【産業振
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事業概要 

 広域的な観光事業を進めるために協議会を運営し、圏域内の

連絡調整を図るとともに、効果的な観光事業を研究する。ま

た、広報宣伝及び催事等の連携を推進する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
協議会を中心として関係市町の連携が強化され、より効率的・効果的な

圏域全体の観光振興が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

137 137 137 137 137 685 

国県補助事業

の名称等 
埼玉県ふるさと創造資金（県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

観光入込客数 ２,８０９,８７６人 ２,９５０,３６９人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係機関等と連携して協議会委員の選任などの事務を行う。 

・会務の調整を行い、協議会の開催、運営に関する全体的な事務局を担

う。 

関

係

町 

・関係機関等と連携して協議会委員の選任などの事務に協力する。 

・協議会の事務局事務に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 人口割等により関係市町の負担金を算出する。    

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     本庄地域広域観光振興協議会の運営 
12 

事業 No. 

３ 



 

38 
 

 

 

 

 

事業概要 

 圏域内の観光資源の魅力や多様性を活かした広域的な観光振

興を図るため、本庄地域広域観光振興協議会を中心として次の

事業を実施する。 

・観光情報共有化事業 

・観光ルート推進事業 

・合同観光キャンペーン事業 

・地域特産品開発事業 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
圏域全体の効果的な観光振興により圏域の活性化が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

1,714 2,282 7,187 5,131 9,453 25,767 

国県補助事

業の名称等 
埼玉県ふるさと創造資金（県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

観光入込客数 ２,８０９,８７６人 ２,９５０,３６９人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・観光事業の推進を関係機関及び関係町と連携して行う。 

関

係

町 

・観光事業の推進を関係機関及び本庄市と連携して行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業内容に応じて関係市町で協議して決定する。 

     

     広域観光推進事業 
13 

事業 No. 
生活機能の強化【産業振
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事業概要 

 上里サービスエリア、上里スマートインターチェンジを活用した観光資

源の開発により圏域内の産業振興及び産業振興に係るネットワーク形成を

図るため、上里サービス エリア周辺地区の整備及び当該地区へ接続するア

クセス道路等の整備を行う。 
  ・上里サービスエリア周辺地区の公園ゾーンの整備 
 ・上里サービスエリア周辺地区の農業体験ゾーンの整備 
 ・上里サービスエリア周辺地区の水辺ゾーンの検討 
 ・上里サービスエリア周辺地区への道路網（アクセス道路等）の整備 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

農業・工業・観光交流の拠点と位置づけられている上里サービスエリア周辺地区の整備

を行うことにより、拠点としての効果の増大が図られる。加えて、同地区へ接続するアク

セス道路等の整備により、圏域内の産業振興（圏域内の企業誘致にも資するアクセス道路

の整備による地域経済の活性化、同地区への通勤等の利便性が向上することによる圏域へ

の定住促進 等）が図られることで、観光効果等その拠点としての効果はより一層圏域内へ

波及され、圏域全体の発展が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

74,636 181,899 12,564 120,453 135,760 525,405 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

観光入込客数 ２,８０９,８７６人 ２,９５０,３６９人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

  子育て支援や定住促進など、圏域の中心市として関係町と連携・協力をしながら育住

近接の推進等の住みやすい環境の提供を行う。また、本事業は上里町において整備され

る施設であるものの、アクセス道路整備事業については本庄市児玉地域中心部へつなが

る国道２５４号と接続することから、本庄市民の利用にも供され、相互に通勤等日常生

活の利便性向上等が図られる。上里サービスエリア周辺地区の整備により増進する拠点

効果は圏域全体に及ぶことから、中心市である本庄市は本事業の推進に協力をする。 

関

係

町 

  企業誘致等働く場所の提供による職住近接の推進や地場産業の育成・観光資源の開発

等の商工業の振興、推進を図る。また、上里サービスエリア周辺地区の整備及び同地区

へ接続するアクセス道路等の整備を推進する。アクセス道路整備事業については、圏域

内の市町を通る国道２５４号と接続することから、圏域内の市町の住民の利用に供され

る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業内容に応じて関係市町で協議して決定する。 

         

     上里サービスエリア周辺地区活性化事業 
14 

事業 No. 
生活機能の強化【産業振



 

40 
 

 

 

 

 

事業概要 

 起伏に富んだ地形をもち、多くの名跡を抱える圏域において、観

光客や地域への滞在者等の交流人口の増加を目的とし、自転車を活

用したサイクルツーリズムを推進し、関係事業を実施する。 
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
圏域において自転車を活用したサイクルツーリズムを推進する事により、圏域

内の交流人口の増加が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

2,250 0 0 0 0 2,250 

国県補助事

業の名称等 
Ｒ2埼玉県ふるさと創造資金（県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

観光入込客数 ２,８０９,８７６人 ２,９５０,３６９人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・近隣町と連携し、圏域外から観光客等を呼び込むための自転車利活用推進事業

の企画立案を行う。 

関

係

町 

・中心市と連携し、圏域外から観光客等を呼び込むための自転車利活用推進事業

の企画立案に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 各市町の人口割合に基づき、負担金を算出する。 

         

     自転車利活用推進事業 
15 

事業 No. 生活機能の強化【産業振



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

■現状と課題 

・関係市町においては一定規模の展示施設を整備していますが、いずれも展

示空間が狭く、多数の出土文化財を展示することに限界があり、所蔵する

出土文化財の活用は十分ではなく、未公開の文化財を多く抱えた状態とな

っています。 

 

・展示資料が当該市町内の出土品に限られるため、当地域の同時代資料を網

羅的に展示し、当該期の社会的・文化的特質の理解を深める効果が十分に

果たされていません。 

  

基 本 目 標 

指  標 開催期間における入場者数 

設定理由 未公開の出土文化財を積極的に活用していく必要があるため。 

基準値（令和２年度） 目標値(令和６年度) 

６,５６３人 １,０００人 

 

・関係市町が所蔵する多くの出土文化財を有効に活用するため、早稲田リサーチパー

ク・コミュニケーションセンター内に開設が予定されている本庄早稲田の杜ミュー

ジアムにおいて、各市町の共催による連携展覧会を毎年実施する。 

 

基本方針 

（ア）文化財の保護・利活用の推進 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  エ 文化 

３ 



 

42 
 

 

 

 

事業概要 

 本庄早稲田の杜ミュージアム事業の一環として、関係市町と

協同して出土文化財を活用した「本庄早稲田の杜地域連携展覧

会」を実施する。 

「連携展」は、平成 26 年度から平成 29 年度まで４回の実績が

あるが、これを引き継ぎ、本庄早稲田の杜ミュージアムの企画

展として開催する。具体的には、関係市町が収蔵する未活用の

資料を集成・展示し、地域の時代像を明示して、広く一般に公

開するとともに、公開講座、展示解説、体験講座等を行う。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

 発掘調査によって出土した文化財の活用は、関係市町村に共通した課

題となっている。未活用の出土文化財を積極的に公開することで、発掘

調査の成果を住民に還元するとともに、歴史学習の深化に貢献できる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

546 759 728 798 1,129 3,960 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（令和２年度） 目標値（令和６年度） 

開催期間における 

入場者数 ６,５６３人 １,０００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・事業の企画立案・展示準備を行う。 

・パンフレット、ポスター等の印刷物を編集する。 

・公開講座の会場、資料作成等の準備を行う。 

・開催期間中の受付等の運営を行う。 

関

係

町 

・出品資料の選択・搬出搬入を行う。 

・公開講座への講師派遣を行う。 

・ギャラリートークの担当などを行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

関係市町で協議して決定する。   

     

     本庄早稲田の杜ミュージアム事業 
16 

事業 No. 生活機能の強化【文化】 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現状課題 

・高齢者等を標的にした詐欺や悪質商法など、消費者被害は、後を絶たない状

況にあります。 

 

・インターネットや携帯電話の普及等により、消費生活の相談内容は、複雑化、

多様化しています。 

 

・圏域内の全ての自治体でそれぞれ消費生活センターを設置することは、費用 

や人材確保の面で難しい状況です。 

 

・成人年齢の引き下げにより、若年層の消費者被害の拡大が懸念されます。 

 

 

 

 

 

基 本 目 標 

指  標 圏域内消費生活センター利用件数 

設定理由 

 消費生活センターを相互利用することでより多くの住

民の相談対応が可能になり、消費者被害の早期発見や拡

大防止につながるため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

４４３件 ５５０件 

（ア）消費生活相談体制等の充実 

 

・圏域の住民を対象とした消費生活センターを設置し、消費者トラブルに対する相談体

制の充実を図り、消費生活に関する安全確保に努めます。 

・消費者被害に関する情報の共有化を図るとともに、消費者被害に遭わないよう啓発活

動を行います。 

 

基本方針 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  オ その他 

３ 
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事業概要 

 本庄市及び上里町に消費生活相談員を配置し、消費生活セ

ンターを設置する。圏域の住民を対象とした消費生活相談を

実施し、消費生活相談体制の充実を図る。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
消費生活相談の体制を充実することにより、消費者被害の早期発見や拡

大防止へと繋がり、被害の縮小や救済が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

3,899 4,077 3,991 4,395 4,973 21,335 

国県補助事

業の名称等 
埼玉県消費者行政活性化補助金（県費） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

救済率 ９９％ １００％ 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・消費生活相談員を配置し、消費生活センターを設置する。 

・圏域の住民を対象とした消費生活相談を実施する。 

・消費者被害情報等の共有化を図る。 

関

係

町 

・消費生活に関する初期相談を行う。 

・複雑な相談に対しては、消費生活センターへ誘導するなど、消費生活相

談が円滑に実施できるよう、必要な支援を行う。 

・消費者被害情報等の共有化を図る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 関係市町で協議して決定する。   

         

     消費生活センター相互利用事業 
17 

事業 No. 
生活機能の強化【その他】 
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（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分

ア 地域公共交通 

イ 道路等の交通インフラの整備 

ウ 地域の生産者や消費者等の地域連携による地産地消 
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. 

 

 

 

 

 

 

■現状と課題 

・本圏域は、自家用車の依存型社会の進展等により公共交通機関の利用者が減

少傾向にあります。特に路線バスは、私立高校等のスクールバス化などに伴

い利用者の減少が顕著となり、生活路線の維持が喫緊の課題となっています。 

 

・交通弱者の生活路線として、圏域内において、デマンド交通サービスや循環

コミュニティバス等を運行していますが、利用者の減少や固定化など、事業

効果についての課題を抱えています。 

 

・公共交通機関としてのタクシーは、圏域内において、その機能が必要とされ

ている重要なサービスで、交通弱者の移動手段としても生活に欠かせない重

要な役割を担っています。 

 

 

基 本 目 標 

指  標 
圏域内公共交通事業総利用者数 

（ＪＲ及び国際十王バス利用者数を除く） 

設定理由 

 今後、運転免許証の自主返納者や高齢者等の交通弱者が

増え、誰もが使いたいときに使える圏域内の公共交通の役

割が重要なため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

４５５,２５５人 ４８８,７７２人 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

   ア 地域公共交通 

 
・本庄市と周辺町を結ぶ公共交通機関については、関係機関と協議しながら、必要な支援

等を行い、圏域内公共交通事業総利用者数の維持を図ります。 

・圏域内を運行している公共交通の必要性について、住民ニーズを把握し、交通空白地の

解消を含め、より効果的な運行を行うため、新たな公共交通体系の在り方について検討

を進めます。 

基本方針 

 （ア） 公共交通サービスの確保と公共交通ネットワークの構築 

３ 
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事業概要 

 ＪＲ本庄駅から美里町を経由してＪＲ寄居駅を結ぶバス路線

を維持・確保するため、バス会社に必要な支援を行う。 関係市町 

本庄市 

美里町 

事業効果 
本路線が確保されることにより、本庄市や美里町住民の通勤、通学及び通院

等の利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

5,200 5,200 5,200 4,400 4,400 24,400 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

利用者数 １１,６０３人 １２,２９９人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係市町等で組織する県北都市間路線バス維持対策協議会の事業の推進に努

める。 

・生活バス路線の維持に関し、関係機関との連絡調整を行う。 

関

係

町 

・関係市町等で組織する県北都市間路線バス維持対策協議会の事業の推進に努 

る。 

・生活バス路線の維持に関し、関係機関との連絡調整に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 県北都市間路線バス維持対策協議会の規定に基づき、関係市町で負担金を負担する。    

     

     生活バス路線運行支援事業（本庄駅～寄居車庫線） 
18

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【地域公共交
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事業概要 

 ＪＲ本庄駅と児玉地域及びＪＲ本庄駅と上里町を経由して神川

町を結ぶバス路線を維持・確保するため、バス会社に必要な支援

を行う。 

関係市町 

本庄市 

神川町 

上里町 

事業効果 

本路線が確保されることにより、本庄市、神川町及び上里町住民の通勤、通

学及び通院等の利便性の向上が図られる。また公共交通機関を利用した観光客

の利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

13,010 35,194 26,000 29,183 35,926 139,313 

国県補助事

業の名称等 
【地域間幹線系統】地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

利用者数 
250,102 人（児玉線） 

142,153 人（神泉線） 

265,108 人（児玉線） 

150,682 人（神泉線） 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町と共同し、バス会社と運行協定を締結して、必要な費用負担や関係機

関との調整を行う。 

関

係

町 

・本庄市と共同し、バス会社と運行協定を締結して、必要な費用負担や関係機

関との調整に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 関係市町で協議して決定する。      

       定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 ３ 

      生活バス路線運行支援事業 
（本庄駅～赤城乳業千本さくら工場線 

 ・ 本 庄 駅 ～ 神 泉 総 合 支 所 線 ） 19 
事業 No. 



 

49 
 

 

 

 

事業概要 

 神泉総合支所から藤岡市鬼石地区を結ぶバス路線（阿久原線）

及び藤岡市鬼石地区から冬桜の宿神泉を結ぶバス路線（矢納線）

を運行する。 

関係市町 

本庄市 

神川町 

上里町 

事業効果 

本路線が確保されることにより、旧神川町と合併した旧神泉村の矢納、阿

久原地域と本庄市を結ぶ路線バスの接続が維持され、矢納、阿久原地域の高

齢者の通院、買い物及び児童生徒の通学等の利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

22,313 9,426 8,931 9,925 11,099 61,694 

国県補助事

業の名称等 
市町村自主運行バス路線確保対策費補助金 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

利用者数 １,７７８人 ２,０００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・神川町が実施する町営バス運行事業に側面的な協力をする。 

関

係

町 

・神川町が町営バス運行事業に必要な費用負担や関係機関との調整を行う。 

・上里町は神川町が実施する町営バス運行事業に側面的な協力をする。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 神川町が事業を実施し、費用を負担する。    

     町営バス運行事業（阿久原線・矢納線） 
20 

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【地域公共交
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事業概要 

 平成２５年３月に策定した「本庄市総合交通計画」に基づき、同

年１０月から新しい市内公共交通サービスとしてデマンド交通の運

行を開始した。 

本庄市内を「本庄北」「本庄南」「児玉市街地」「児玉山間地域」の

４区域に分け、利用者の予約に基づき区域内の停留所間を各１台の

車両が年末年始・日曜・休日を除いた午前８時から午後５時まで運

行する。 

 現在は、市内に４００箇所以上の停留所を設置しており、乗り継

ぎを行うことにより、デマンド交通で市内の移動が可能となってい

る。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

上里町の循環バスとの接続や本庄市と美里町、神川町、上里町を結ぶ公共交

通との接続等を行うことにより、圏域内の高齢者等の通院や買い物及び公共施

設利用者等の利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

17,277 20,523 23,265 26,300 25,178 112,543 

国県補助事

業の名称等 
【地域フィーダー系統】地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

利用者数 １２,１６５人 １３,０００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町とデマンド交通の接続等について協議のうえ、関係機関との調整を行

い事業推進を図る。 

関

係

町 

・関係町の循環バス等と本庄市デマンド交通との接続等について、本庄市と協

議のうえ関係機関と調整する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 本庄市が事業を実施し、費用を負担する。ただし、関係町の循環バス等との接続等について

は、関係市町で協議して決定する。         

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     本庄市デマンド交通運行事業 
21 

事業 No. 

３ 
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事業概要 

 平成２５年３月に策定した「本庄市総合交通計画」に基づき、

同年１０月から本庄駅ー本庄早稲田駅間を結ぶシャトル便の運行

を開始した。シャトル便は、路線定期で毎日運行する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

 本事業の実施により、本庄駅周辺市街地、本庄早稲田駅周辺市街地及びその

間に立地する商業施設等への利用や新幹線・在来線へのアクセスの利便性の向

上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

6,509 6,562 7,293 7,974 6,983 35,321 

国県補助事

業の名称等 
【地域フィーダー系統】地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

利用者数 １２,３９０人 １３,１３３人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・本庄市がシャトル便運行事業に必要な費用負担や関係機関との調整を行う。 

関

係

町 

・本庄市が実施するシャトル便運行事業に側面的な協力をする。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  
 本庄市が事業を実施し、費用を負担する。 

     本庄市シャトル便運行事業 
22 

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【地域公共交
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事業概要 

 町内循環バスに代わる制度として、「運転免許証の交付を受けてい

ない」「運転免許証は持っていても運転することができない」など

の、交通弱者の方にタクシー券を配布する事業を実施する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
他の制度ではかなえることができないドア to ドア（町内外）が可能になり、

交通弱者の足が確保され、利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

2,974 3,875 3,952 4,802 7,614 23,217 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年） 目標値（令和６年） 

利用者数 ３,８２７人 ４,２５０人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関との情報交換を行い、公共交通事業のための情報の共有化

を図る。 

関

係

町 

・美里町内の移動に限らず、圏域の公共交通施策への接続が可能であることか

ら、路線バスやシャトル便等の活用を推進する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 美里町が事業を実施し、費用を負担する。 

     定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     美里町タクシー利用料金補助事業 
23 

事業 No. 

３ 
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事業概要 

65 歳以上又は福祉タクシー利用料金助成事業対象の障害者手帳

所持者で、運転免許証を所持していない者が、医療機関への通

院、買物等に出かけるためにタクシーを利用する際の利用券を交

付し、タクシー利用料金の一部を補助する事業を実施する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

自ら自動車等を運転することができない高齢者及び障害者の医療機関への通

院、買物等の交通手段が確保され、利用者の負担軽減と利便性の向上が図られ

る。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

7,601 8,223 8,768 8,114 10,530 43,236 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

利用者数 ４,９３７人 ６,１００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関との情報交換を行い、公共交通事業のための情報の共有

化を図る。 

関

係

町 

・圏域の公共交通施策への接続が可能であることから、路線バスやシャトル便

等の活用を推進する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 神川町が事業を実施し、費用を負担する。 

    神川町外出支援タクシー利用料金補助事業 
24 

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【地域公共交
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事業概要 

 町民アンケートと町民参加型のワークショップを実施し、平成

２７年３月「上里町地域公共交通サービス計画」を策定。この計

画に基づき、平成２８年３月１日より町内を走るコミュニティバ

スの運行を開始した。運行開始時は幹線の役割をする中央ルート

にマイクロバス２台、支線の役割をする２つのルートにワゴン車

をそれぞれ１台の計４台で運行していたが、令和元年にダイヤ改

正を実施し、支線の北部ルートと南部ルートを隔日運行とした。 

 運行日は、中央ルートは週６日（月～土曜日・祝日含む）。北部

ルートは週３日（月・水・金曜日、祝日含む）、南部ルートは週３

日（火・木・土曜日、祝日含む）。 

関係市町 

本庄市 

神川町 

上里町 

事業効果 

 本庄市、神川町を結ぶ路線バスの停留所やＪＲ高崎線神保原駅を運行本数の

多い中央ルート上に設定することにより、住民の買い物や通院など生活交通の

利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

36,318 42,085 45,863 47,339 47,241 218,846 

国県補助事

業の名称等 
【地域フィーダー系統】地域公共交通確保維持改善事業費補助金（国庫補助） 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年

度） 

目標値（令和６年度） 

利用者数 １６,３００人 ２２,３００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・上里町コミュニティバスとの接続等について、上里町と協議のうえ関係機関

との調整を行う。 

関

係

町 

・上里町と本庄市、神川町を結ぶ公共交通への接続及び本庄市デマンド交通と

の接続について、本庄市と協議のうえ関係機関との調整を行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 上里町が事業を実施し、費用を負担する。ただし、本庄市のデマンド交通との接続等につい

ては、関係市町で協議して決定する。  

       定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     上里町コミュニティバス運行事業 
25 

事業 No. 

３ 



 

55 
 

 

 

事業概要 

 利用者を含めた住民アンケート調査等による交通実態調査

を実施し、圏域内の公共交通に関する現状の分析や課題の整

理を行い、新たな公共交通体系を構築する。 
関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
住民ニーズを踏まえた効率的で効果的な圏域内の公共交通ネットワー

クを構築することにより、利用者の利便性の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

6,920 0 0 9,460 6,710 23,090 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 

目標値（令和６年

度） 

圏域内公共交通事業 

総利用者数（ＪＲ及び

国際十王バス利用者数

を除く） 

４５５,２５５人 ４８８,７７２人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・住民アンケート等を実施し、住民ニーズの把握に努める。 

・関係町と連携して、新たな公共交通ネットワークやシステムの構築を

検討する。 

関

係

町 

・住民アンケート等を実施し、住民ニーズの把握に努める。 

・新たな公共交通ネットワークやシステムの構築の検討に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 事業の進捗に応じて関係市町で協議して決定する。 

 

     公共交通ネットワーク構築調査事業 
26 

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【地域公共交
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■現状と課題 
・本圏域は、高速道路の関越自動車道本庄児玉インターチェンジをはじめ、

一般国道３路線、主要地方道９路線、一般県道１４路線が整備され、地域

間の交流・地域経済の活性化、地域医療の充実を図る上で、重要な幹線道

路となっています。 

 

・国・県道については、圏域の交通ネットワークの形成に重要な役割を担っ

て いますが，一部未整備区間が見受けられます。 

 

・国・県道のネットワークを補完する生活幹線道路は、未整備区間も多く、

十 分な整備がなされていない状況であります。 

  

基 本 目 標 

指  標 整備が完了した路線 

設定理由 
整備済路線を把握することで交通インフラ整備の進捗状

況が確認できるため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

１路線  １５路線 

（ア）道路ネットワークの構築及び生活幹線道路の整備 

 

 
・主要拠点を結ぶ幹線道路に接続する市町道や市町間を結ぶ道路の整備計画を策定し、

この計画に基づいた交通インフラ整備を図ります。 

 

基本方針 

   定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  イ 道路等の交通インフラの整備 

３ 

（イ）スマートインターチェンジへのアクセス道路の整備 
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事業概要 

 日常生活の利便性の向上や安心・安全の確保を図るため、

国・県道のネットワークを補完する生活幹線道路等の整備を行

う。 

 本庄市（児玉町）駅前通線、本庄市１級２１号線、美里町１

級２号線、神川町その他主要幹線道路、上里町神保原駅北東通

り線、藤木戸・勝場線等。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

日常生活における利便性の向上や安心・安全の確保に寄与する。 

また、国・県道へのアクセス道路を整備することにより、地域間の利便性を

向上させ、地域活性化につながる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

337,071 342,161 402,448 385,420 399,820 1,866,920 

国県補助事

業の名称等 
【本庄市】社会資本整備総合交付金 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

整備等を行っている 

路線数 
１路線 ７路線 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・本庄市の生活幹線道路の整備を進める。 

・国・県道へのアクセス道路の整備を進める。 

関

係

町 

・関係町の生活幹線道路の整備を進める。 

・国・県道及び関係市町とのアクセス道路の整備を進める。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 各々の市町道整備は、当該市町で負担する。     

     生活幹線道路等の整備事業 
27 

事業 No. 
結びつきネットワークの強化【交通インフ
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事業概要 

 圏域内の道路ネットワークの構築に必要な国・県道等の整備

を促進するための活動を行う。 

国道１７号、国道４６２号、県道秩父児玉線、県道花園本庄

線、県道長瀞児玉線、国道２５４号本庄藤岡間バイパス。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
圏域内の道路ネットワークの構築に必要な国・県道の整備促進が図られ

る。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

425 385 375 385 425 1,995 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

整備等を行っている 

路線数 
５路線 ６路線 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係団体等を通じて関係町と連携して、整備促進活動を行う。 

関

係

町 

・関係団体等を通じて関係市町と連携して、整備促進活動を行う。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 期成同盟会等関係団体に定められた割合を、関係市町において負担する。 

     定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     幹線道路等の整備促進事業 
28 

事業 No. 

３ 
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事業概要 

 産業振興及び産業振興に係るネットワーク形成、また、交流

人口の増加を図るため上里スマートインターチェンジへのアク

セス道路の整備を推進する。 

関係市町 

本庄市 

上里町 

事業効果 

上里スマートインターチェンジへのアクセス性の向上により、圏域内の産

業振興（雇用の充実、定住促進、地域経済の活性化等）及び交流人口の増加

が図られる。上里スマートインターチェンジが位置する上里サービスエリア

周辺地区は農業・工業・観光交流拠点と位置づけられており、当該事業によ

り、その拠点としての効果は圏域全体により一層波及することが期待され

る。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

 35,835 142,793 193,493 120,453 113,410 605,984 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

整備済み道路延長割合 ０．０ｋｍ 

 
２．４ｋｍ 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・子育て支援や定住促進など、圏域の中心市として関係町と連携・協力をし

ながら育住近接の推進等の住みやすい環境の提供を行う。また、本事業は

上里町において整備される施設であるものの、本庄市児玉地域中心部へつ

ながる国道２５４号と接続することから、本庄市民の利用にも供され、相

互に通勤等日常生活の利便性向上等が図られる。上里サービスエリア周辺

地区の整備により増進する拠点効果は圏域全体に及ぶことから、中心市で

ある本庄市は本事業の推進に協力をする。 

関

係

町 

・企業誘致等働く場所の提供による職住近接の推進や地場産業の育成・観光

資源の開発等の商工業の振興、推進を図る。また、上里サービスエリア周

辺地区へ接続するアクセス道路等の整備を推進する。本事業は圏域内の市

町を通る国道２５４号と接続することから、圏域内の市町の住民の利用に

供される。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  
 スマートインターチェンジ及び接続道路の整備に要する経費は、上里町が負担する。    

     
29 

事業 No.  
結びつきネットワークの強化【交通インフ
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■現状と課題 

 本圏域は、埼玉県内有数の都市近郊農業地帯であり、大消費地に近い利便

性 を活かした野菜や畜産物等の生産が盛んな地域です。 
 

 消費者の農産物に対する安全・安心思考の高まりや生産者の販売の多様化

が 進む中、消費者と生産者を結びつける「地産地消」への期待が高まっ

ています。 

 

 地産地消の主な取組としては、直売所や量販店での地場農産物の販売、学

校 給食や加工関係での地場農産物の利用などが考えられます。 

 

  

基 本 目 標 

指  標 地産地消啓発活動回数 

設定理由 圏域の農業、農産物を消費者に伝えていくため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

３０回 ３０回 

（ア） 地産地消の推進 

 
・地産地消へ取り組む環境づくりを進め、地場農産物の消費を拡大し、圏域農業の活性

化を図ります。 

・環境に優しい農業の実現に向けた取組を推進し、消費者ニーズに対応した安全で高品

質な農産物の産地育成を図ります。また農産物のブランド化を推進する事により販路

の拡大を図ります。 

基本方針 

      定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

  ウ 地域の生産者や消費者等の地域連携による地産地消 

３ 
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事業概要 

 各地域の農産物の販売を促進するため、即売会の開催やＪ

Ａ埼玉びびきの農業協同組合等の農産物直売所の相互連携の

支援を行う。 

地産地消の拡大を図るための普及啓発活動を行う。 

農産物のブランド化や販路拡大を推進する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
地元農産物の消費拡大による農業経営の安定、地産地消の拡大が図られ

る。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

1,454 1,488 2,537 1,515 2,486 9,480 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

地産地消啓発活動回数 ３０回 ３０回 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係町及び関係機関と連携して、農産物販売の支援を行う。 

・関係町及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活動を推進する。 

・関係町及び関係機関と連携して、圏域内の農産物のブランド化に関する

調査研究を行う。 

関

係

町 

・本庄市及び関係機関と連携して、農産物販売の支援を行う。 

・本庄市及び関係機関と連携して、地産地消の普及啓発活動を推進する。 

・本庄市及び関係機関と連携して、圏域内の農産物のブランド化に関する

調査研究に協力する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

関係市町で協議して決定する。 

      

     地産地消推進事業 
30 
事業 No. 

結びつきネットワークの強化【地産地
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事業概要 

 農薬や化学肥料の使用量を減らすなど、環境に配慮した環

境保全型農業を推進する農業者等に対し、支援（補助事業）

を行う。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
安全で高品質な農産物の産地育成と地域農業の活性化が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

6,489 6,692 6,237 6,338 7,732 33,488 

国県補助事業

の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

減農薬・減化学 

肥料栽培に取り組む 

作付面積 

７,３４９ａ １０，０００a 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・環境保全型農業を推進する農業者等に対する支援を行う。 

・関係町や関係機関から環境保全型農業に関する情報を収集する。 

・収集した各種情報を関係町及び農業者等に提供する。 

関

係

町 

・環境保全型農業を推進する農業者等に対する支援を行う。 

・関係機関から環境保全型農業に関する情報を収集し、本庄市へ提供す

る。 

・本庄市から提供された環境保全型農業に関する情報を農業者等に提供

し、周知を図る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

 関係市町で協議して決定する。 

     定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     環境保全型農業推進事業 
31 
事業 No. 

３ 

結びつきネットワークの強化【地産地
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（３）圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

ア 人材の育成等 
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■現状と課題 
・地方圏から大都市圏への人口の流出や全国的な人口減少社会の到来が予想

さ れており、地域力の低下が懸念されています。 

 

・地域力を高め、地方の活性化を図るため、地域をけん引する多様な人材の

育 成が求められています。 

 

・圏域内には早稲田大学をはじめとする教育・研究施設が多く立地し、人材

育 成を推進する教育資源に恵まれています。 

 

  

基 本 目 標 

指  標 早稲田大学との連携事業数 

設定理由 圏域における人材の育成には、早稲田大学との連携が欠か

せないため。 

基準値（平成３０年度） 目標値(令和６年度) 

４６事業 ６２事業 

（イ） 圏域内市町職員の研修等 

（ア） 人材の育成等 

 
・圏域内に立地する早稲田大学との連携をはじめ、産・官・学・民協働による人材育成に

関する取組を推進していきます。 

・圏域内外の人材との連携・交流を促進し、だれもがいきいきと活動できる環境づくり

を進めていきます。 

基本方針 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

   ア 人材の育成等 

３ 
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事業概要 

 早稲田大学と本庄市との協働連携に関する基本協定に基づく連

携事業の圏域への拡大を検討し、実施する。 

基本協定で相互連携を図ることとしている項目は、以下のとお

り。 

【人材育成に関すること】 

【文化の育成・発展に関すること】 

【研究開発に関すること】     

【その他】 

 このうち、人材育成分野においては、以下の取り組みを実施し

ている。 

・市内の小・中学校での総合学習の取組（本庄市） 

・市町職員を対象とした研修会の開催 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
スケールメリットを活かした多様な研究、連携が可能になり、地域をけん

引する多様な人材の育成が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

216 206 210 210 120 958 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 

目標値（令和６年

度） 

早稲田大学との連携事業数 ４６事業 ６２事業 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・早稲田大学及び関係町との連絡調整を行い、連携事業を検討する。 

・早稲田大学及び関係町と協力して企画立案した連携事業を実施する。 

・本庄市のホームページや広報等を通じて実施事業を広く周知する。 

関

係

町 

・連携事業を検討し、企画立案を行うとともに、事業の実施に協力する。 

・関係町のホームページや広報等を通じて実施事業を広く周知する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

事業内容に応じて関係市町で協議して決定する。 

 

  

     早稲田大学との連携事業 
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事業 No. 
圏域マネジメント能力の強化【人材育



 

66 
 

 
 

  
  

 

事業概要 

 子ども大学ほんじょう実行委員会を組織し、子どもたちが、も

のごとの原理やしくみを追及する「はてな学」、自分たちの地域に

ついて学び郷土愛を育む「ふるさと学」、自分をみつめ人生や将来

について考える「生き方学」の３分野について学ぶことで、自ら

考え、行動できるような人材を育成する。 

早稲田大学、早稲田大学大学院、早稲田大学本庄高等学院、協

賛企業、関係団体と連携し、学校や家庭では経験・体験できない

様々な「講義」を行い、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機

会を提供する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 
子どもの学ぶ力や生きる力の向上を目指し、将来地域をけん引する人材の

育成につながる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

0 0 300 300 300 900 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 
基準値（平成３０年

度） 
目標値（令和６年度） 

受講者満足度 ９１％ ９５％ 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・早稲田大学、早稲田大学大学院、早稲田大学本庄高等学院、関係町及び協

賛企業との連絡調整を行い、企画立案を行うとともに連携事業を実施す

る。 

・ホームページや広報等を通じ広く周知する。 

関

係

町 

・連携事業を検討し、事業の実施に協力する。 

・ホームページや広報等を通じ広く周知する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

子ども大学ほんじょう実行委員会に市町ごとに負担金を拠出する。 

       定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     子ども大学ほんじょう 
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事業 No. 

３ 



 

67 
 

 

 

 

事業概要 

 人口増、地域経済の活性化及び魅力あるふるさとの創生を目指

して、圏域の特性や施策についての情報交換や調査研究を行い、

活力ある圏域へとつながる事業を推進する。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

圏域の１市３町を含む７市町で「埼玉県北部地域地方創生推進協議会」を

設立したことにより、共同で事業を実施し、情報の共有化と効果的な事業推

進が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

1,700 0 760 1,930 1,860 6,250 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

若年者（20～39 歳） 

転入者数(外国人含む) 

（総務省住民基本台帳 

人口移動報告） 

２,７４０人 ３,０００人 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係機関及び関係町との連絡調整を行い、研究会を開催する。 

・関係町と連携し、圏域内外の地域資源や、定住促進に関する取組について

調査研究を行い、効果的な事業の実施を図る。 

関

係

町 

・研究会の開催に協力する。 

・本庄市と連携し、圏域内外の地域資源や、定住促進に関する取組について

調査研究を行い、効果的な事業の実施を図る。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

費用が生じた場合には、関係市町で協議して決定する。 

 

     本庄地域地方創生推進研究会 
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事業 No. 
圏域マネジメント能力の強化【人材育



 

68 
 

 

 

 

事業概要 

 関係市町の研修等に関する情報を共有化し、関係市町職

員の参加を推進する。 

 関係市町の共通する課題に即した研修等を共同で実施す

る。必要に応じ、専門的な知識を持った外部人材を講師等

として活用する。 

 児玉郡市広域市町村圏組合主催の研修を通して、関係市

町職員の共通課題の認識及び行政能力の強化を図る。 

関係市町 

本庄市 

美里町 

神川町 

上里町 

事業効果 

関係市町の行政上の共通課題について、情報の共有化と研修等によ

り、圏域内での共通認識の形成と課題に対する対応能力の強化を行うこ

とで、職員の資質の向上が図られる。 

事業費見込 

（千円） 

R2 R3 R4 R5 R6 計 

事業費については事業 No.32「早稲田大学との連携事業」へ計上 

国県補助事

業の名称等 
なし 

重要業績 

評価指標 

（ＫＰＩ） 

指標 基準値（平成３０年度） 目標値（令和６年度） 

合同研修回数 

 

年間４回 年間６回 

関係市

町役割

分担 

本

庄

市 

・関係市町の研修等の情報を収集、発信し、研修情報の共有化を図り、

関係市町職員の参加の機会を設ける。 

・関係市町の共通課題に即した研修等を企画立案し、関係市町職員の参

加の機会を設ける。 

関

係

町 

・研修等の情報を収集し、研修情報の共有化に協力するとともに、職員

の研修等への参加を推進する。 

・本庄市の企画立案する研修等の実施に協力し、職員の研修への参加を

推進する。 

関係市町の費用負担割合に係る具体的な考え方  

研修内容、参加人数等を考慮し、その都度協議して決定する。 

    定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的な取組 

     共通課題に即した職員研修 
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事業 No. 

３ 

圏域マネジメント能力の強化【人材育
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